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第70回定時株主総会招集ご通知に際しての
法令及び定款に基づくインターネット開示事項

第70期 (2018年 4 月 1 日から
2019年 3 月31日まで)

①　事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」
②　連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
③　計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

株式会社 サトー商会
当社は、第70回定時株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、事業
報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」、連結計
算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」及び計算書類の「株主
資本等変動計算書」「個別注記表」につきましては、法令及び定款第15条の規
定に基づき、インターネット上の当社ホームページ（http://www.satoh-
web.co.jp/）に掲載することにより株主の皆様にご提供しております。

表紙
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
⑴　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社
の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

①　取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ．当社は経営理念に則った「サトー商会行動規範」を制定し、代表取締役社長はその

実践を自らの重要な役割として認識し、関係先を始め社内組織への徹底と定着化を
図る。

ロ．代表取締役社長はコンプライアンスを推進する責任者として、コンプライアンス委
員会を設置し委員長となり、全社的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把
握に努めるほか、法令遵守上の重要な問題を審議し、委員長はその結果を随時取締
役会に報告する。

ハ．取締役、使用人が法令上疑義のある行為等について、直接報告することを可能とす
る内部通報制度（社内相談ポスト）を定め、会社は通報内容を秘守するため、通報
者に対して不利益な扱いを行わない「内部通報者保護規程」を制定する。

　　通報を受けた委員会は、内容を調査し、再発防止策を協議・決定して、全社的な再
発防止策を実施する。

ニ．違反行為等が発覚した場合、使用人の法令・規定等違反行為については委員会から
賞罰委員会に処分を求める。

　　また、取締役については取締役会または監査等委員会へ、委員長が具体的な処分を
上申する。

ホ．公共の秩序や企業活動に脅威を与える反社会的勢力や個人との関係を遮断し、違
法・不当な要求を排除することを基本方針とし、必要に応じて警察、顧問弁護士を
始め、外部専門機関と情報共有、連携して対応する。

②　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ．管理本部長を総括責任者としたリスク管理体制を構築し、法的規制等については各

部門が対応し、全社的な「個人情報管理規程」「債権管理規程」「安全衛生管理規
程」「危機管理マニュアル」等を整備しリスク管理体制を確立する。

ロ．有事のときは社長を本部長とする「対策本部」を設置し危機管理にあたる。
③　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ．取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程等に基づく職務権限の分配、
意思決定ルールの徹底検証を行う。
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ロ．毎月１回開催する定例取締役会において、重要事項の決定並びに取締役の職務の執
行を監督するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより迅速な決定を
行う。

ハ．業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ「長期目標に基づく３ヶ年計画」
を策定し、それを基に「年度経営方針及び年度予算」を立案して、全社的目標を設
定する。各部門においてはその目標達成に向け具体策を立案し実行する。

④　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　　当社は法令・社内規定に基づき適正に文書等の保存・管理を行う。
　　また、情報の管理については、情報のセキュリティーや個人情報保護に関する基本

方針、及び「個人情報管理規程」により対応する。
⑤　当社及びグループ会社における業務の適正を確保するための体制

　　当社及びグループ会社においては、内部統制システムの基本方針「（１）業務運営
の基本方針」に準じて業務遂行を行う。

⑥　子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
　　当社は、関係会社管理規程を定め、グループ会社の株主総会及び取締役会等の記録、

その他の重要な事項について当社へ報告される体制となっている。また、月１回開
催されるグループ会社の経営会議へ出席して、経営内容の定期的な報告と重要案件
の事前協議を行う。

⑦　子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ．当社が定める危機管理マニュアルは、グループ会社に適用されており、これに基づ

きグループ会社は状況に合わせた危機管理マニュアルの詳細を整備する。
ロ．当社は、グループ会社の業務に係るリスク管理にあたる担当部門を設置して、内部

統制評価規程によりリスクの評価を行い、リスク逓減のための改善・指導を行う。
また、グループ会社のリスク情報について、迅速に報告されるよう窓口を一元化す
る。

⑧　子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ．当社は、グループ会社に適用される職務権限規程を定め、グループ会社における重

要な業務執行については、当社の取締役会及び経営会議にて意思決定することにし
ている。それらを除いた業務執行については、グループ会社で定める職務権限規程
に基づき、グループ会社が自主的に業務執行にあたる。

ロ．当社が定める予算管理規程は、連結業績管理を求めており、承認手続きを経てグル
ープ会社の年度予算が執行され、進捗状況は当社取締役会へ定期的に報告される。
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⑨　子会社の取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保する
ための体制

イ．当社が定める行動規範、コンプライアンス規程、内部通報者保護規程、連絡窓口等
はグループ会社に適用されており、グループ会社の取締役及び使用人の職務の執行
が適切になされる体制としている。

ロ．当社の内部監査の対象はグループ会社を含んでおり、グループ会社における職務の
執行が法令及び定款に適合していることを確認する。

⑩　監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における、当該
使用人に関する事項及びその独立性に関する体制

現在、監査等委員会の職務を補助すべき使用人はいないが、必要に応じ、監査等委
員会の業務補助のための専任スタッフを置くこととし、その人事については、取締
役と監査等委員会が意見交換を行う。

　　　・補助使用人の異動への監査等委員会の同意の有無、懲戒についての関与
　　　・補助使用人の所属（専属・兼務）人数、地位等
　　　・取締役の補助使用人への指揮命令の有無等
⑪　取締役、使用人の監査等委員会への報告体制及びその他監査等委員会の監査が実効的

に行われることを確保するための体制
イ．取締役、使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し、又は発生する恐れが

あるとき、また取締役、使用人による違法又は不正な行為を発見したとき、その他
監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査等委員会に報告
する。

ロ．取締役、使用人は、監査等委員の監査に対する理解を深め、環境を整備するように
努める。

　　また、監査等委員は、代表取締役との定期的な意見交換を実施し、適切な意思疎通
及び効果的な監査業務の遂行を図る。

ハ．監査等委員は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツからの会計監査
内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図る。

ニ．監査等委員は、コンプライアンス委員会及び各取締役に対して適宜必要な調査、報
告等を要請することができる。

　　また、取締役又は使用人が開催する諸会議に適宜出席することができる。
⑫　子会社の取締役、監査役及び使用人等が監査等委員会に報告するための体制

グループ会社の取締役、監査役及び使用人は、当社の取締役及び使用人と同様に、
会社に重大な影響を与える事実が発生した場合、あるいは予測される場合は、速や
かに報告を行う。
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⑬　当社の監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として、不利な取扱
いを受けないことを確保するための体制

当社は、グループ全体を対象とした内部通報者保護規程、連絡窓口を設置しており、
監査等委員会へ報告したことを理由として、報告者に対して不利な取扱いはしない。

⑭　監査等委員の職務執行について生じる費用の前払い又は償還の手続き、その他の当該
職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

イ．監査等委員の職務の執行に必要な支出を年度予算として確保し、監査等委員会もし
くは監査等委員の要請に沿って費用処理する。

ロ．外部の専門家の活用や計画外の子会社往査等、予算編成時に想定できなかった事態
が生じた場合、当該事態に係る費用は要請に基づき会社負担として処理する。

⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおり
であります。
①　取締役会を12回開催し、法令等に定められた事項や経営方針・予算の策定等経営に関

する重要事実を決定し、月次の経営業績の分析・対策・評価を検討するとともに法令・
定款等への適合性及び業務の適正性の観点から審議いたしました。

②　監査等委員会を12回開催し、監査方針、監査計画を協議決定し、重要な社内会議への
出席、業務及び財産の状況の監査、取締役の職務執行の監査、法令・定款等への遵守
について監査いたしました。

③　財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性を鑑み、策定した実施計画に基づき内部統制
評価を実施いたしました。また、決算開示資料については、取締役会に付議したのち
開示を行うことにより適正性を確保いたしました。

④　内部監査は、活動計画に基づき、当社の各部門の業務執行及び子会社の業務の監査を
実施いたしました。

⑤　大規模自然災害発生時における連絡体制及び初動体制を整備し、模擬訓練を実施いた
しました。

－ 4 －

業務の適正を確保するための体制



2019/05/30 14:23:14 / 18481781_株式会社サトー商会_招集通知（Ｆ）

連結株主資本等変動計算書

（ 2018年 4 月 1 日から
2019年 3 月31日まで ）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 期 首 残 高 1,405,800 1,441,717 19,348,317 △188,431 22,007,402

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △268,224 △268,224

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 1,191,606 1,191,606

自 己 株 式 の 取 得 △62 △62

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － 923,382 △62 923,320

当 期 末 残 高 1,405,800 1,441,717 20,271,699 △188,493 22,930,723

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券
評価差額金

退職給付に係る
調整累計額

その他の
包括利益累計額

合計

当 期 首 残 高 100,770 605 101,376 22,108,779

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △268,224

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 1,191,606

自 己 株 式 の 取 得 △62

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) △26,139 △3,679 △29,818 △29,818

当 期 変 動 額 合 計 △26,139 △3,679 △29,818 893,501

当 期 末 残 高 74,631 △3,073 71,557 23,002,280
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連結注記表
（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）

１．連結の範囲に関する事項
⑴　連結子会社の状況

①　連結子会社の数　　　　　　　　　　１社
②　連結子会社の名称　　　　　　　　　㈱アキタサトー商会

⑵　非連結子会社の状況
①　非連結子会社の名称　　　　　　　　㈱サトー食肉サービス

㈱サトーサービス
㈱エフ・ピー・エス

②　連結の範囲から除いた理由　　　　　非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売
上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分
に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及
ぼしていないためであります。

２．持分法の適用に関する事項
⑴　持分法を適用した非連結子会社の状況

①　持分法適用の非連結子会社の数　　　３社
②　会社の名称　　　　　　　　　　　　㈱サトー食肉サービス

㈱サトーサービス
㈱エフ・ピー・エス

⑵　持分法を適用した関連会社の状況
①　持分法適用の関連会社の数　　　　　１社
②　会社の名称　　　　　　　　　　　　㈱ジェフサ東北物流

⑶　持分法を適用していない関連会社の状況
　該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

－ 6 －

連結注記表



2019/05/30 14:23:14 / 18481781_株式会社サトー商会_招集通知（Ｆ）

４．会計方針に関する事項
⑴　重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法
イ．満期保有目的の債券　　　　　　　償却原価法(定額法)を採用しております。
ロ．その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　　　連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全
部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により
算定）を採用しております。

・時価のないもの　　　　　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
②　たな卸資産の評価基準及び評価方法　移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

よる簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
⑵　重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産
（リース資産を除く）

定率法を採用しております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備
を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備
及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　 6 年～50年
機械装置及び運搬具　 4 年～15年

②　無形固定資産
（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用
可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

③　リース資産　　　　　　　　　　　　リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を
採用しております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リー
ス取引開始日が2008年３月31日以前のリース取引について
は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって
おります。

⑶　重要な引当金の計上基準
①　貸倒引当金　　　　　　　　　　　　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。

②　賞与引当金　　　　　　　　　　　　従業員に対して支給する賞与の支払に充てるため、将来の支
給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する部分の金額を計
上しております。

－ 7 －
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③　役員退職慰労引当金　　　　　　　　役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当連結
会計年度末要支給額の全額を計上しております。

⑷　その他連結計算書類の作成のための重要な事項
①　退職給付に係る会計処理の方法

・退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計
年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。

・数理計算上の差異の費用処理方法 数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業
員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額
法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費
用処理することとしております。

・小規模企業等における簡便法の採用 連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算
に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
する方法を用いた簡便法を適用しております。

②　消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。

（表示方法の変更に関する注記）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）を当連結会計年
度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。

－ 8 －
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（連結貸借対照表に関する注記）
１．担保に供している資産及び担保に係る債務

建物及び構築物 312,839千円
土地 877,442千円

計 1,190,281千円
　上記の物件は、短期借入金400,000千円の担保に供しております。

２．有形固定資産の減価償却累計額 5,133,022千円

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 9,152,640株 －株 －株 9,152,640株

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 211,808株 40株 －株 211,848株

（注）　自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取請求によるものであります。
３．剰余金の配当に関する事項

⑴　配当金支払額
2018年６月27日開催の第69回定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 134,112千円
・１株当たり配当金額 15円
・基準日 2018年３月31日
・効力発生日 2018年６月28日

2018年10月25日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 134,111千円
・１株当たり配当金額 15円
・基準日 2018年９月30日
・効力発生日 2018年12月５日

⑵　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
2019年６月26日開催の第70回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

・配当金の総額 134,111千円
・１株当たり配当金額 15円
・基準日 2019年３月31日
・効力発生日 2019年６月27日

－ 9 －
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項

⑴　金融商品に対する取組方針
　当社の資金運用については、元本回収が確実な安全性の高い金融資産で運用しております。また、資
金調達については、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
デリバティブ取引については、元本が毀損しない複合金融商品を利用しており、元本償還が確実ではな
いデリバティブが組み込まれている複合金融商品には投資を行わない方針であります。

⑵　金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。
　有価証券及び投資有価証券は、主に譲渡性預金、満期保有目的の債券及び株式であり、債券及び株式
は市場価格の変動リスクに晒されております。
　営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。
　運転資金の調達である短期借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

⑶　金融商品に係るリスク管理体制
　・信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　営業債権である受取手形及び売掛金の管理については、債権管理規程に従い、営業本部は営業担当
者及び経理部の担当者と協力して、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、取引先の信
用状況を常時把握できる体制をとっております。
　また、一部の取引先については債権保証サービスを利用し、信用リスクの低減を図っております。
　有価証券及び投資有価証券については、資金運用管理規程に従い、元本回収が確実な安全性の高い
金融資産を対象とし、かつ、格付の高い発行体に限定しております。

　・市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価を把握しており、その資金運用管理状況を定
期的に関係責任者へ報告をしております。

　・資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　当社は、各部署からの報告に基づき経理部が資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の
適正を図り、流動性リスクを管理しております。

⑷　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等
を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

－ 10 －
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２．金融商品の時価等に関する事項
　2019年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参
照）。

連結貸借対照表
計上額（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

⑴　現金及び預金 4,632,153 4,632,153 ―

⑵　受取手形及び売掛金 5,672,791 5,672,791 ―

⑶　有価証券及び投資有価証券 12,240,611 12,244,950 4,338

資産計 22,545,556 22,549,894 4,338

⑴　支払手形及び買掛金 8,711,460 8,711,460 ―

⑵　短期借入金 698,000 698,000 ―

負債計 9,409,460 9,409,460 ―

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資　産
⑴　現金及び預金、⑵　受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
該帳簿価額によっております。

⑶　有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格、複合金融商品は取引金融機関等から提示され

た価格によっております。なお、短期間で決済される譲渡性預金は、時価は帳簿価額と近似し
ていることから、当該帳簿価額によっております。

負　債
⑴　支払手形及び買掛金、⑵　短期借入金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
該帳簿価額によっております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

有価証券及び投資有価証券（非上場株式） 531,501
関係会社株式（非上場株式） 532,024

非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、「⑶　有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

－ 11 －
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（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 2,572円73銭
１株当たり当期純利益 133円28銭

（重要な後発事象に関する注記）
　該当事項はありません。

（その他の注記）
　特記事項はありません。

－ 12 －
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株主資本等変動計算書
（ 2018年 4 月 1 日から

2019年 3 月31日まで ）
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

利 益
準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金
別 途
積 立 金

固定資産
圧縮記帳
積 立 金

特別償却
準 備 金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,405,800 1,441,680 37 1,441,717 186,710 13,670,000 121,559 5,367 3,907,266
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △268,224
固 定 資 産 圧 縮
記 帳 積 立 金 の 取 崩 △2,071 2,071

特 別 償 却 準
備 金 の 取 崩 △5,367 5,367

当 期 純 利 益 1,111,064
自 己 株 式 の 取 得
株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 当 期
変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － － － － － △2,071 △5,367 850,279
当 期 末 残 高 1,405,800 1,441,680 37 1,441,717 186,710 13,670,000 119,487 － 4,757,545

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純資産合計利 益 剰 余 金

自己株式 株 主 資 本
合 計

その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計利 益 剰 余 金

合 計
当 期 首 残 高 17,890,903 △188,431 20,549,988 100,686 100,686 20,650,675
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △268,224 △268,224 △268,224
固 定 資 産 圧 縮
記 帳 積 立 金 の 取 崩 － － －

特 別 償 却 準
備 金 の 取 崩 － － －

当 期 純 利 益 1,111,064 1,111,064 1,111,064
自 己 株 式 の 取 得 △62 △62 △62
株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 当 期
変 動 額 ( 純 額 )

△26,061 △26,061 △26,061

当 期 変 動 額 合 計 842,840 △62 842,777 △26,061 △26,061 816,716
当 期 末 残 高 18,733,743 △188,493 21,392,766 74,625 74,625 21,467,392

－ 13 －
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個別注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．資産の評価基準及び評価方法
⑴　有価証券の評価基準及び評価方法

①　満期保有目的の債券　　　　　　　　償却原価法（定額法）を採用しております。
②　子会社株式及び関連会社株式　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
③　その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　　　　事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全
部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により
算定）を採用しております。

・時価のないもの　　　　　　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
⑵　たな卸資産の評価基準及び評価方法　　移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

よる簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法

⑴　有形固定資産
（リース資産を除く）

定率法を採用しております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備
を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備
及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　　　　　　 6 年～50年
機械装置　　　　　　　　 6 年～15年

⑵　無形固定資産
（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用
可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

⑶　リース資産　　　　　　　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採
用しております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リー
ス取引開始日が2008年３月31日以前のリース取引について
は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって
おります。

－ 14 －
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３．引当金の計上基準
⑴　貸倒引当金　　　　　　　　　　　　　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。

⑵　賞与引当金　　　　　　　　　　　　　従業員に対して支給する賞与の支払に充てるため、将来の支
給見込額のうち、当事業年度に帰属する部分の金額を計上し
ております。

⑶　退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職
給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
なお、年金資産見込額が退職給付債務見込額に未認識数理計
算上の差異を加減した額を下回る場合には、当該不足額を退
職給付引当金として計上し、上回る場合には当該超過額を前
払年金費用として計上しております。

①　退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。

②　数理計算上の差異の費用処理方法 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の
平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法に
より按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理し
ております。

⑷　役員退職慰労引当金　　　　　　　　　役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業
年度末要支給額の全額を計上しております。

４．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
⑴　退職給付に係る会計処理 未認識数理計算上の差異の貸借対照表における取扱いが連結

貸借対照表と異なります。
⑵　消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており

ます。

－ 15 －
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（表示方法の変更に関する注記）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）を当事業年度の
期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。

（貸借対照表に関する注記）
１．担保に供している資産及び担保に係る債務

建物 312,839千円
土地 877,442千円

計 1,190,281千円
上記の物件は、短期借入金400,000千円の担保に供しております。

２．有形固定資産の減価償却累計額 5,108,855千円
３．関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

短期金銭債権 344,952千円
短期金銭債務 1,225,884千円

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高

売上高 2,023,837千円
仕入高 394,588千円
営業取引以外の取引高 235,158千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）
自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 211,808株 40株 －株 211,848株

（注）　自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取請求によるものであります。
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（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産 （単位：千円）
賞与引当金 91,940
役員退職慰労引当金 55,424
未払事業税 21,536
未払法定福利費 15,632
減損損失 143,698
長期営業債権 10,507
投資有価証券評価損 9,945
資産除去債務 9,925
その他 33,140

繰延税金資産合計 391,752

繰延税金負債
固定資産圧縮記帳積立金 △52,684
前払年金費用 △11,052
その他有価証券評価差額金 △32,903
その他 △1,958

繰延税金負債合計 △98,599
繰延税金資産の純額 293,152
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（リースにより使用する固定資産に関する注記）
１．所有権移転外ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年３月31日以前のリース取
引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであ
ります。

⑴　事業年度の末日における取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

取 得 価 額 相 当 額 減価償却累計額相当額 期 末 残 高 相 当 額

建 物 82,956千円 73,278千円 9,678千円

合 計 82,956 73,278 9,678

⑵　事業年度の末日における未経過リース料相当額
１年内 6,030千円
１年超 8,540千円

合計 14,571千円
⑶　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 6,644千円
減価償却費相当額 4,147千円
支払利息相当額 917千円

⑷　減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

⑸　利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各事業年度への配分方法

については、利息法によっております。
２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料
１年内 190,245千円
１年超 996,722千円

合計 1,186,968千円
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（関連当事者との取引に関する注記）
子会社等

属 性 会社等の
名 称

資本金又
は出資金
(千円)

事 業 の
内 容
又は職業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
と の 関 係 取引の内容 取 引 金 額

(千円) 科 目 期 末 残 高
(千円)

子会社
㈱アキタ
サトー商
会

20,000 業務用食
品卸売業

所有
直接

100.0
役員の兼任

３名
業務用食品の
販売 2,010,203 売掛金 333,952

不動産等の賃
貸 69,780 立替金 7,467

指導料の受取 22,222 預り金 41,196

利息の支払 2,549 短期借入金 850,000

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
１．社内における見積り額を参考にして協議のうえ、決定しております。
２．取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 2,401円06銭
１株当たり当期純利益 124円27銭

（重要な後発事象に関する注記）
　該当事項はありません。

（その他の注記）
特記事項はありません。
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